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は じ め に

　地産地消活動の一層の推進のためには、地産地消の中核施設となっている農

産物直売所の生産面の強化のみならず、立地状況および直売所利用者の購買状

況や利用実態に見合った運営、品揃え、販売、サービス展開が経営改善の鍵と

なってきています。

　（財）都市農山漁村交流活性化機構では、これらの経営課題を有する直売所

のうち今後の経営改善に向けて意欲ある直売所を全国に公募の上、モデル 3

店舗を選定し、販売・流通・運営等の専門家を活用した実証事業を行いました。

また、これら直売所を利用する顧客動向を把握するため顧客満足調査を同時に

実施し、農産物直売所に対する顧客の評価も知ることが出来ました。

　このマニュアルは 3 店舗での実証経過や課題を踏まえ、全国の農産物直売

所が抱えていると思われる課題を整理し、これらへの対応方策について広く役

立つ形にマニュアル化してとりまとめたものです。

　今、農産物直売所は生産者のみならず消費者の大きな支持を受け、全国的に

盛況ですが、各店舗ではそれぞれに運営上の課題を抱えています。課題への対

応策は、農業形態、立地条件、運営主体などにより多様ではありますが、農産

物直売所の経営安定および今後のさらなる地域振興に向けて、このマニュアル

が参考になれば幸いです。

　今回、全国の農産物直売所のモデルとなって実証事業を進めた、「道の駅 く

ろほね・やまびこ」( 群馬県桐生市黒保根地区 )、｢秋津野直売所 きてら」( 和

歌山県田辺市上秋津地区 )、「道の駅 童話の里 くす」( 大分県玖珠町 ) の関係

者の皆様、また、直売所の経営改善に向けてご指導頂いた推進検討委員および

専門アドバイザーの皆様に厚く御礼を申し上げます。

　

　平成 22 年 3 月

（財）都市農山漁村交流活性化機構
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⑴　農産物直売活動の多様な姿と
　　本書で対象とする活動
　

　農産物直売活動には様々な形態がある。最も素

朴なのは農家庭先販売など農家個人販売である。

朝市、昼市、門前市など「市」活動は歴史のあるも

のもあり、今でも各地でみられる。農家による出

張販売、振り売りなども一部でみられる。通信手

段を活用した宅配販売も伸びてきた。栽培契約ま

で結ぶ契約販売もある。

　それらの活動に対して近年急速に伸びているの

が、複数農家が出荷し、組織的に販売する施設販

売である。この活動にも有人販売、無人販売の区

別、簡易施設、常設施設の区別、周年営業、季節営

業、特定曜日営業などの区別がある。さらに、直売

活動が盛んになるにつれ、既存の小売店舗などで

のインショップ、直売コーナーを設けて直売活動

を始めるところも増えてきた。

　これらの様々な直売活動の中で、最も売上額が

多いのが常設・有人・周年営業の農産物直売所で

ある。本書ではその活動を主対象としてまとめて

いる。

⑵　農産物直売所の発展の過程

【黎明期（昭和50年〜63年）】

　出荷農家が組織をつくり、常設施設において有

人で運営する直売所が現れたのは、昭和 50 年

頃とされる（（財）都市農山漁村交流活性化機構

調べ）。その後、全国的に徐々に広がり、同機構の

18 年度全国実態調査では回答した店の約 1 割が

昭和時代の開設であり、活動を継続していた。

　この時期は直売活動が今ほど盛んではなかった

ため、規模が小さく、品揃えも十分ではなく、農協

に出荷できない規格外品などを売る店が主であっ

たと思われる。

【発展期（平成元年〜10年）】

　黎明期の直売所の中から徐々に品質・品揃えを

良くして発展する店が現れた。それが消費者の支

持を得ると同時に、出荷者や農村地域の活性化に

寄与することも分かり、平成になると各地で直売

所づくりが盛んになった。また、年間販売額数億

円レベルの店が各地にできると、直売所が事業と

して成り立つことが理解されるようになった。す

ると、行政も補助事業などで支援するようになり、

一定規模（100 〜 200㎡程度）の店が現れてき

た。前記調査では回答店の 4 割弱がこの時期開店

の店である。なお、この時期までの直売所は、地域

農業活性化、農業者自立活動、農家女性・農協女性

部活動、地域おこし活動などを目的とするものが

中心であった。

【転換期（平成11年〜15年】

　直売所の経営思想が、主として規格外農産物な

ど二流商品販売の店から、生産者の名前を前面に

出す一流品販売の店に大きく変わったのが、平成

10 年前後である。農協も組織的に直売事業を開

始し、全国的に整備された道の駅も農産物直売に

本格的に参入しはじめた。

　この時期には直売所が大都市近郊にも設立され

るようになり、農協組織の大規模直売所（ファー

マーズマーケット）も多く新設された。直売所は

新たな農産物小売り拠点として生産者や消費者の

 1　農産物直売所の全国動向

Ⅰ 農産物直売所の動向　〜全国の実態と課題〜
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認知を得られ出した。新規出店も盛んで前記調査

の約 4 割はこの時期の設立である。

【大規模化進展期（平成16年〜】

　全国的に大規模店が開設され、都区内など一部

大都市内を除く都市内にも設立されはじめた。都

市住民にも広く認知され、農産物流通の一角とし

ての地位を確立した。それとともに、既存のスー

パーなど流通業者は直売所に対抗するためにイン

ショップ活動などに力を入れ始め、直売活動の競

争が始まった。

⑶　農産物直売所をめぐる最近の状況

【ほぼ全国的に農村部および小都市に開設された】

　直売所は常設・有人・周年営業の店が全国で約

5 千店あるとみられ、数はその後も増加している

と思われる。一部の都道府県を除いてほぼ全国的

に直売所は市町村内に設立された感がある。過疎

の農山漁村では小売店が閉店に追い込まれる中、

直売所が地域の小売機能も期待され、一般流通商

品を仕入れて販売する店もある。

　人口 10 万人程度までの小都市では、直売所は

地域における主要な小売業者として認識されてい

る。さらに、車社会の現代ではこれらの店は近隣

の都市住民などにも気軽に利用され、農家レスト

ランを併設するなど地域における観光交流拠点に

なる店まで現れている。

【中都市および周辺では大規模化による競争激化】

　人口数十万人程度までの地方中核都市および周

辺地域では、地域の農業基盤が健在な上に多数の

消費者が客として見込まれるので、農協などが経

営する出荷農家を多数集めた大規模直売所が次々

に開設された。また、これにスーパーのインショッ

プ活動やホームセンターが経営する直売所なども

加わり、既存直売所との競争が始まっている。都

道府県単位で直売所活動の総売上額の減少はまだ

みられないものの、直売所によっては売上額の増

加が鈍化したり減少に転じたりするところも出て

いる。また、大規模店設立の影響で周辺の小規模

直売所が閉店に追い込まれるところも出てきた。

【大都市および周辺部では新たな展開の模索】

　大都市およびその周辺部では、農協組織や農家

グループによる大規模な直売所設立が盛んになっ

ている。客となる消費者は多数いるので、地場の

野菜類を出荷できる生産農家を一定数確保すれば

十分事業として成り立ち、設立後数年で売上額 5

億円、10 億円規模の店が出現する。しかし、都市

農業の衰退や、庭先販売でも販路が確保できるこ

ともあり、客数に見合う一定数の出荷者確保が難

しく、さらに、施設用地費も高く、消費者の要望は

ありながら直売所設立は容易ではない。

　そのような中、消費者の強いニーズを受けて、

スーパーなど既存小売店での農産物直売（イン

ショップ）活動、ホームセンターなど食品小売業

以外の小売業者の直売所併設、青空市場開設（マ

ルシェ）など新たな展開が模索されだした。

【農産物直売所から農林畜水産物直売所へ】

　直売所の規模が拡大し、多数の客を集めること

がわかるにつれ、直売所における米の販売が本格

化し、さらに、農産物以外の生産者も直売活動に

関心を示し参入し始めた。畜産業者は出荷した畜

産物を処理場から丸ごと引き取り解体して直売所

に出し、漁家は朝水揚げした魚類など水産物を自

ら加工して直売所に出荷し始めた。漁家は規格外

の雑魚も販売でき、獲り立ての鮮魚販売は客にも

人気が高い。地元食品加工業者や伝統工芸生産者

なども次々に参加している。

　今のところ畜産物直売は大規模店舗が中心であ

り、鮮魚直売は九州地域などを中心としているが、

消費者の評価も高く、今後は全国的な動きになる

であろう。

【農業関係者以外の流通業者等による参入が激化】

　直売所は全国的に急速に成長しているが、スー

パーなど食品流通業や非食品流通業であるホーム

センターなどは成長が伸び悩んでいる。そこで各
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地で、これらの業者が直売事業に参入し始めてい

る。スーパーや食品小売業者のインショップや農

産物直売コーナーが全国各地で見られ、ホームセ

ンターによる直売所併設も一部の地域において活

発になっている。

⑴　最大の課題は出荷者の高齢化と
　　後継者不足

　前記アンケート調査（（財）都市農山漁村交流活

性化機構調べ）における直売所が抱える課題の回

答（複数回答）では、1 位「出荷者高齢化（66%）」、

2 位「品揃え（60%）」で、3 位の「集客（40%）」

以下とは離れている。多くの直売所が出荷者の高

齢化に悩み、それが原因の 1 つともなって品揃え

に苦慮している。

　実際に、設立後 10 年以上経過した店の多くは

出荷者の高齢化と後継者不足に悩んでおり、午後

の品薄でも苦労している。これは農業界全体の切

実な課題である。一方で直売活動に参加したこと

で後継者が確保できたという事例も見られ、直売

所が後継者確保に何らかの寄与をしているとも言

える。

⑵　地域により直売所間競争が
　　始まった

　直売所活動が早くから発達した地域では直売所

間競争も始まった。新規に大型店が開設され、周

辺の店では売上額が減少したり閉鎖に追い込ま

れるような状況も出ている。直売所が消費者に広

く認知され客が増えるとともに、品質や品揃えに

努力することが大切であり、品質や品揃えが良い

店に客が集中する傾向が明らかになっている。競

争が始まった地域では、品質・品揃えを良くする

ことに組織的に取り組み、出荷者もそのような意

識を持って努力をしてもらうことが重要になって

きた。

 2　農産物直売所が抱える課題 

⑶　設立理念の希薄化
　

　平成 10 年頃までに開設された直売所の多く

は、地域農業振興、農業者活性化、農家女性の自立

支援、地域おこしなどといった目的や理念をしっ

かりと持っていた。直売活動参加者はそれに賛同

し、その実現に努力してきた。それが、10 年頃を

境に、直売所が農産物小売事業として十分成り立

つと分かるにつれ、単なる経済活動として直売所

開設に取り組むところが増えてきた。直売所活動

は単なる金儲け活動ではない、地域社会とそこに

住む人々の存立を背負った活動である、という思

いを大切にしたい。

⑷　地域社会への貢献
　　〜販売活動以外の活動強化〜
　

　農村地域では直売所が地域一番の集客拠点、観

光拠点であると同時に、地域住民も日常的に最も

利用するので、地域活動の集積拠点になってきた。

広域合併で役場がなくなった地域では、地域情

報などの新たな受発信拠点としても期待されて

いる。

　今後は、販売活動だけではなく、学校給食、地元

食堂等への食材供給などの地産地消推進活動、郷

土料理、農産加工、伝統野菜復活など地域の食文

化伝承活動、農業・農産加工体験や農村自然文化

体験などを提供するグリーン・ツーリズム推進活

動、農業後継者育成や農作業受委託の推進など地

域農業活性化活動など、様々な地域社会の課題に

貢献することが期待されている。
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⑸　その他の課題
　

　他にも直売所が抱える課題は多くある。集客対

策、品質管理、新商品開発、栽培技術向上、出荷者

確保、円滑な組織運営などがあげられている。直

売所が発展し食品流通の一角を担いだした今後

は、消費者に対する責任も重くなっている。直売

所が消費者に支持される大きな理由の 1 つに安

全・安心感がある。多くの直売所は地元農家が自

分の名前を明記して販売している。消費者の安全・

安心に対する期待に応える態勢の確立に向け、出

荷基準の厳格化なども必要になっている。

 3　農産物直売所の展望 

⑴　直売所はまだまだ伸びる
　

　直売所が増え、対抗してスーパーなどのイン

ショップ活動も本格化したため、直売競争が始ま

り、既存店で経営が苦しくなるところも出ている。

しかしながら、直売所全体の売上額はまだ大きく

伸びるとみる。特に、農協が組織をあげて直売活

動に参入し、大中都市近郊では直売所が大規模化

し、出荷者数を増やして販売品の種類や品数を豊

富にして消費者の期待に応えて行くであろう。

⑵　スーパーやホームセンターなどが
　　直売活動を本格化
　

　地方中核都市や大都市郊外では、スーパーや食

品小売店が直売所に対抗して本格的にインショッ

プなどの直売活動に取り組み、大都市内では品質

を重視するスーパー、デパート、食品小売店など

が直売活動を充実するであろう。また、ホームセ

ンターなど食品販売以外の小売業者も本格的に直

売所を併設するようになるとみる。

⑶　農畜林水産物直売所へ発展
　

　すでに一部地域では始まっているが、今後は全

国の都市近郊直売所などで農産物直売所から農畜

林水産物直売所へ発展し、スーパーと本格的な競

争が始まるであろう。

⑷　都市近郊では大規模化へ
　

　農協主導の大規模直売所ファーマーズマーケッ

トはすでに約 30 店舗が開設され、1 店舗平均の

年間売上額が 10 億円を超すレベルまで成長して

いるようだ。農協はこの活動を強化することが予

測されるため、都市近郊では大規模直売所設立の

動きがさらに強まると考える。農協活動以外でも、

都市農業の存続などを考える農業者が集まり直売

所が開設されるであろう。

⑸　農村部では地域農業農村活性化の
　　推進役に
　

　農村部では直売所が地域農業活性化の役割を

超えて、地域全体を活性化するための推進役とし

て、農産物販売活動以外の観光、交流、地域社会

貢献活動など様々な活動が期待されるようにな

るであろう。平日の早朝から賑わう直売所。カートで買い込む客も多い
「喜ね舎」（福井市）
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◉中山間地域の直売所

　売場面積は一般的に 50㎡前後と狭い。売上額

は数千万円程度が中心。設立目的は町村や集落の

活性化など地域おこし型が多く、運営主体は町村

全体では第 3 セクター、地区や集落おこしでは地

域活性化組織などが目立つ。客は平日が地元民、

週末は観光客やドライブ客が中心となる。販売品

は地元産が主だが、地元住民のコンビニ機能も果

たす店では仕入品もある。

◉農村地域の直売所

　売場面積は 50 〜 100㎡程度が多い。売上額

は 5 千万円〜 1 億円程度が中心。設立目的は地

域おこし、農業振興、農家女性活性化などが多い。

運営主体は農協、地域農業活性化組織、農家女性

組織が主だが、道の駅では第 3 セクターや指定管

理者が多い。客は平日が地元住民、週末は近隣都

市住民が中心となる。販売品は地元産が基本だが、

地元住民向けの仕入品もある。

◉地方小都市（人口3〜10万人）
　の直売所

　売場面積は 200 〜 300㎡が多い。売上額は 1

〜 2 億円が中心。設立目的は農業振興、農家女性

活性化などが多く、運営主体は農協、農家グルー

プ、農家女性組織、道の駅における第 3 セクター

など。客は地元住民が多いが、近隣に中核都市が

あるとその住民も来店し売上が増える。販売品は

地元産の農産物が中心。

◉地方中核都市（人口10〜30万人）
　およびその郊外の直売所

　売場面積は 300㎡以上と広い店が多い。売上

額は店の規模や品揃えなどにより数億円〜 10

億円以上と大きく差がでる。設立目的は農協経

営ファーマーズマーケットを含めて地域農業振

興、農家活性化が多く、消費者への農業理解促進

も兼ねている。運営主体は農協、農家グループが

多いが、一部に商業者の店もある。客は地元住民

が中心。販売品は地元産の農産物が中心だが、客

の要望で地元で採れない時期の主要野菜の仕入

もある。

◉大都市（人口30万人以上）
　およびその郊外の直売所

　売場面積は大都市内の 100㎡程度の小規模店

から郊外の 500㎡以上の大規模店まで様々ある。

売上額は店規模、品揃えなどにより数億円〜 10

億円以上と大きく差がある。設立目的は大都市内

農業・農家の維持が多く、消費者への都市農業理

解促進も兼ねている。運営主体は農協、農家グルー

プが多い。客は地元住民が中心。販売品は地元産

の農産物が中心だが、素朴な餅類や弁当など農産

加工品の売上も増えている。

Ⅱ 農産物直売所の類型
農産物直売所は以下のように様々な角度から分類でき、それにより経営運営に違いがでる。
一般的な分類は次の通りである。

 1　立地場所による分類
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◉主要国道に面した直売所

　通行量が多い主要道に面した道の駅などの直売

所は、地元客よりも通過客が多く利用し、前出の

直売所とは違った様相を示す。一般に売場面積は

客数の割には狭く、200 〜 300㎡程度が多い。

売上額は 3 〜 7 億円程度。設立目的は地元農業、

農産加工振興が多い。運営主体は第 3 セクター、

指定管理者が目立つ。販売品は観光みやげとして

も利用されるので、地元農産物のほかに地元の農

産加工品、工芸品、みやげ品が多くある。一般に

直売所は午前中の客が多いが、観光帰りの客が多

い道の駅などでは午後の出荷に重点をおく店も

ある。

 2　売場面積による分類

　売場面積の傾向は立地場所により異なること

は前述したが、それによるその他の一般的な特徴

を説明する。なお、以下に示す該当店の割合 % は

（財）都市農山漁村交流活性化機構の 18 年度全

国実態調査結果の数値である。

◉売場面積50㎡未満
　（該当店25%）

　中山間地域や農村地域には、売場面積は 50㎡

未満と小さいが地域に密着して運営している直売

所が根強く存在している。一部には近隣で規模が

大きく品揃えがよい直売所が設立されて経営が苦

しくなっている店もある。これらの店の大半は年

間売上額 5 千万円未満、出荷農家 50 名未満とみ

られる。

◉売場面積50〜100㎡
　（該当店24%）

　農村地域には売場面積 50 〜 100㎡規模の直

売所が多くある。50㎡未満の店も含めてこれら

の店の中には地域における食料品小売業の任務も

担い、仕入品を扱っているところも多い。年間売

上額 5 千万円〜 1 億円、出荷農家 50 〜 100 名

が中心である。直売所が発展した今となってはや

や規模が小さく、直売所間競争が激しくなると経

営が苦しくなる店も出ている。

◉売場面積100〜 200㎡
　（該当店22%）

　農村地域から小都市部にかけて売場面積 100

〜 200㎡の直売所が多くある。年間売上額 1 億

円前後、出荷農家数 100 名前後が中心である。こ

の規模になると経営は比較的安定しており、地域

活性化拠点施設となっている店も多い。

◉売場面積200〜 300㎡
　（該当店13%）

　小都市から地方中核都市にかけて売場面積

200 〜 300㎡の直売所が多く設立されている。

年間売上額数億円、出荷農家数 200 〜 300 名

前後が中心である。この規模になると品揃えも良

く、地域ではかなり知名度が高くなる。都市住民

や観光客も呼び寄せている店が多い。

◉売場面積300㎡以上
　（該当店13%）

　地方中核都市周辺や大都市郊外に農協大型店

（ファーマーズマーケット）に代表される売場面

積 300㎡以上、出荷農家 300 名以上の大規模店

が近年次々に開設されている。農協大型店が全国

的に増加すると農産物流通が大きく変わることに

なるであろう。
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 3　運営主体による分類

 4　設立目的による分類

　前述調査で運営主体の割合をみると、生産

者による任意団体が 38%、生産者主体の法人

が 13%、公社・第 3 セクターが 13%、農協が

16%、農協女性部が 2%、生産者以外の法人が

5%、生産者以外の任意団体が 4% である。それ

らの特徴は次の通りである。

◉生産者による任意団体

　農村部や中山間地域の規模の小さな直売所の多

数は、○○直売所組合などという生産者による任

意団体が運営している。みなし法人として扱われ

ているところが多い。

◉生産者主体の法人

　経営運営が確立するにつれ、任意団体から徐々

に法人化する直売所が増えてきた。法人化するこ

とで店の信用が高まるなどのメリットがある。

◉公社・第3セクター

　道の駅や過疎地域では公社・第 3 セクターが直

売所を設立し、直接運営するところが多くある。

ただし、近年徐々に公設民営の考え方が広がり、

運営を出荷者組織などに委託するところが増え

てきた。

◉農協

　平成 10 年頃から農協が直売活動に本格的に取

り組むようになり、農協が経営運営主体となる直

売所が増えてきた。一般に農協経営の場合は資金

力があり出荷者が多く、規模の大きな店が目立つ。

また、平成 10 年以前に開設された農協系直売所

の中には、農協女性部が運営する直売所も多くみ

られる。

◉生産者以外の法人

　地域活性化組織で法人化した団体やホームセン

ターなどの流通業者が直売所を運営している事例

も多くある。直売所が広く認識された最近は、流

通業者などが積極的に直売所事業に参入し始めて

いる。

◉生産者以外の任意団体

　村おこし団体など地域活性化組織や集落組織な

どが任意団体となり直売所を運営している例も多

い。地元生産物の販売が主ではあるが、地域の食

品小売業の役割を担っている店も多い。

　平成 10 年頃までに開設された直売所の経営運

営主体は、地域農業振興、農家活性化、農家女性自

立、農協女性部活動活性化、地域おこしなどといっ

た目的を持った組織が多くあり、その思いが直売

所の設立経営理念に色濃く反映されている。総じ

てこれらの店では、地元生産品にこだわった販売

をしている。

　10 年以降は直売所活動が消費者に広く認知さ

れたので、それまでの農村部だけではなく中・大

都市部やその郊外での設立が多くなり、農家所得
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向上（販売額重視）、地産地消活動推進を主目的と

する直売所が多くなった。

　以下に設立目的別にその特徴を述べる。

◉地域農業振興

　養蚕、葉たばこ、こんにゃくいもなどの生産か

ら野菜生産へと転換を迫られた地域、米以外に販

売する農産物の生産推進を図った地域などにおい

て、園芸農業振興のために直売所を設立した例は

かなりある。先進野菜産地と競争して流通市場で

勝負するのには時間がかかるが、直売所で地元民

に売ることで野菜生産を振興してきた。

◉農家活性化

　行政などへの依存心を打破し農家の自主自立心

を促そうという思いで、有志を集めて直売所を設

立したところもある。

◉農家女性自立活動・
　農協女性部活性化活動

　農業改良普及活動などから立ち上がり農家女性

が自主自立活動で開設した直売所、農協女性部活

動としての直売所の両者は、平成 10 年頃までは

直売活動の主流であり、今でも全国的に多くみら

れる。

◉地域おこし活動

　中山間地域や農村地域では、集落、学校区、旧村、

町村などの単位で地域活性化のために直売所を開

設し、それが発展して地域拠点となっているとこ

ろは多くある。

◉都市農業存続活動

　中・大都市部やその周辺では農業の衰退が進む

中で、それに危機感を持った農業者が都市農業を

守るために直売所を設立する例もある。地元生産

物の販売とともに、都市農業の存続の大切さを消

費者に訴えている。

大都市内にある直売所「かしわで」（千葉県柏市）
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◉顧客ターゲットによる違い

　①都市部直売所では基本的に地元住民、②都市

近郊農村では平日は地元住民、週末は近隣都市住

民、③中山間地域を含め都市部から離れた地域で

は、平日は地元住民、休日は観光客など道路通過

客、④主要道路に面した道の駅直売所などでは道

路通過客、と顧客対象が異なる。客対象により直

売所の運営が変わる。

◉農家の運営参加度合いによる違い

　出荷農家が直売所運営にどの程度参加してい

るかで違いがある。①運営の全てを直売所出荷組

織の会員、組合員となった出荷農家だけで行って

いる直売所は規模の小さな店に多くある。一般に

品質、品揃えには難があるが価格は安く、素朴な

運営で地域住民に喜ばれている。②レジ作業など

で雇用店員はいるが、出荷農家組織で経営に当た

り、出荷農家が当番で店にかならずいる直売所。

生産者が客の要望や期待を直接把握でき、生産や

県下の常設直売所第１号。組合員の結束と親睦を大切にする「百姓一」（徳島県石井町）

 5  その他の違い

販売活動に工夫が生じ、活気がある店になりやす

い。①よりも売上など規模が大きい店に多くみら

れる。③経営は出荷農家代表が行っているが、直

売所の運営は基本的に店員にまかせて、出荷農家

は出荷時の店内巡視やイベント時の手伝い程度を

こなすだけの直売所。大規模な直売所に多くみら

れる。経営者や店員の意気込みや能力により直売

所の運営に差が出る。④経営は農協や公社が行い、

レジ作業などは出荷者にまかせている店。出荷者

組織のやる気度合いで運営に差が出る。⑤経営、

運営の全てに出荷農家は関わっていない店。農協

経営の店などに多い。経営者の能力により差が生

じるが、出荷農家は出荷するだけという受け身の

姿勢が変わらないと、店の発展の度合いが遅くな

りやすい。

◉併設施設・付帯活動による違い

　直売所の付帯施設として簡易食堂、レストラ

ン、農産加工施設、農産加工体験施設、交流施設、

農業体験農場などを併設するところが増えた。ま

た、直売所における直売活

動以外に、2 号店出店、定

期出張販売、給食食材供給、

宅配、農業農産加工体験受

入、農作業受委託斡旋など

の活動を行う直売所も増え

てきた。

（田中　満）




